
特別児童扶養手当のしおり 
 

◎これから手続きをされる方へ 
 

 

 

２０歳未満で、別表に定める（裏面参照）１級障害または２級障害があると認められた児童

を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方です。また、外国人の方

でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。 

 ※障害程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。 

 

 対象児童数１人につき １級…月額 ５３，７００円 

            ２級…月額 ３５，７６０円 

 ※手当は、原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年３回（４月、８月、

１１月）指定した金融機関の口座に支払われます。 

 

  この手当は、請求しない限り支給されませんので、手当を受けるには、あなたの住所地の市

町村の児童福祉担当窓口に認定請求書のほか、障害認定診断書、戸籍謄本、住民票などを添付

する必要があります（添付書類は交付の日から１か月以内のものに限ります（診断書は、請求

月またはその前月の日付のものに限ります））。 

 

 ※次のような場合は、手当の支給を受けることができません。 

  ①児童が児童福祉施設などに入所しているとき 

  ②児童が障害のために公的年金を受けることができるとき 

  ③児童が日本国内に住所を有しないとき 

 

 ※次のような場合は、手当の支給が停止されます。 

受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者（受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟など）

の方の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度（８月から翌年の７月ま

で）の手当の支給が停止されます。 

扶養親族の数 本人 配偶者・扶養義務者 

  円 円 

０ 4,596,000 6,287,000 

１ 4,976,000 6,536,000 

２ 5,356,000 6,749,000 

３ 5,736,000 6,962,000 

４人以上 １人380,000円加算 １人213,000円加算 

 
※詳しくはお住まいの市町村児童福祉担当課または県総合支庁福祉担当課までお気軽にお問
い合わせください。 

②手当の額 

③手当を受ける手続き 

①手当を受けることができる方（受給資格者） 

特別児童扶養手当とは… 

精神または身体に障害のある児童の福祉を増進するために支給される手当です。 



◎特別児童扶養手当障害等級表 

１ 

 

 

級 

 

１．ア 両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

  イ 一眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動弁以下のもの 

  ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の I/４視標による周辺視野角度の和 

がそれぞれ80度以下かつ I/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 

  エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点

数が20点以下のもの 

２．両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

３．両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

４．両上肢のすべての指を欠くもの 

５．両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

６．両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

７．両下肢を足関節以上で欠くもの 

８．体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障

害を有するもの 

９．前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病

状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能

ならしめる程度のもの 

10．精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの 

11．身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態

が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

２ 

 

 

級 

 

１．ア 両眼の視力がそれぞれ０．０７以下のもの 

  イ 一眼の視力が０．０８、他眼の視力が手動弁以下のもの 

  ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の I/４視標による周辺視野角度の和 

がそれぞれ80度以下かつ I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 

  エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点

数が40点以下のもの  

２．両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの 

３．平衡機能に著しい障害を有するもの 

４．咀嚼（そしゃく）機能を欠くもの 

５．音声または言語機能に著しい障害を有するもの 

６．両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの 

７．両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの 

８．一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

９．一上肢のすべての指を欠くもの 

10．一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

11．両下肢のすべての指を欠くもの 

12．一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

13．一下肢を足関節以上で欠くもの 

14．体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

15．前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする

病状が前各号と同程度以上と認められるため状態であって、日常生活が著しい制限を受

けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

16．精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

17．身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態

が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

 

（注）身体障害者手帳、療育手帳の判定基準とは異なります。 


